
 

第２回札幌市学校適正配置検討懇談会 

 

日時：平成 17 年３月３日（木）午前９時 30 分～ 

場所：札幌市教育委員会６階 Ａ・Ｂ会議室 

 

 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

 ① 事務局資料説明 

 ② 今後の検討スケジュール・項目等について 

 ③ 札幌市学校適正規模検討懇談会意見提言について 

 ④ 第３回懇談会の内容等について 

 

３ 次回懇談会日程等について 

 

４ 閉  会 

 



○事務局 皆様、おはようございます。教育委員会計画課の高川でございます。 

 定刻でございますので、会議を始めさせていただきたいと思います。 

 皆様におかれましては、朝の早い時間からお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。 

 本日は、適正配置検討懇談会の第２回目でございます。 

 舛田委員、上田委員、小山委員が御欠席ということであらかじめ御連絡いただきまし

た。委員 15 名中の過半数の出席がございますので定足数に達しておりますことを御報告

申し上げます。 

 それでは、早速でございますが、村瀬座長、進行をよろしくお願いいたします。 

○村瀬座長 では、改めまして、おはようございます。 

 委員の皆さんには、先日、資生館小学校を見学していただき、今後の検討の大きな参考

にしていただけたのではないかと思っております。私も初めて見せていただきましてが、

本当にこんな学校あるのかなという理想の学校のような感じがしました。 

 それでは、第２回目の懇談会を進行していきたいと思います。 

 まず初めに、事務局から何点か説明があるということですので、事務局の方から御説明

いただきたいと思います。 

○事務局 総務部長の中村です。 

 １点、私から、前回の懇談会で、学校の改築の関係で、年１校ペースで進んだときに、

300 校あって、今後何十年もかかりますねという、お話を申し上げたのですけれども、そ

のときに小林委員、田中委員からも、年１校ずつですかというようなお話があって、

ちょっとそこを補足説明させていただきます。申しわけございませんが、資料は特に用意

しておりません。過去 10 年ぐらいをさかのぼりますと、小・中の改築というのは全体で

５校あるのですけれども、どちらかというと改築というよりは、まだ人口がふえておりま

したので、新設の方にかなり財源を向けておりました。その結果、改築はなかなか進んで

いなかったということです。やっても、年１校ということでした。 

 今後もこれが続くのかということになりますけれども、前回御説明しましたとおり、昭

和 45 年以前の旧耐震前の学校というのが 50 数校ありますので、教育委員会としてはでき

るだけ早期にその学校の改築を進めたいということで、新まちづくり計画の策定に臨んだ

わけですけれども、財源的に非常に厳しいということもあって、16 年度以降については、

16 年度から 18 年度までは、設計は２校ずつ、小・中２校ずつです。一応それは認められ

ております。 

 ただ、札幌市の財政状況、また、改築は国の補助事業ですので、国としては、改築に対

する財源措置をかなり薄めて耐震補強ということに重点化するということもありますの

で、そういった意味では、我々が幾ら年２校ずつやりたいといっても、国の補助との絡み

などで２校できるかどうかというような状況でございます。 

 ちょっと補足説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 
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○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 学校の改築の今後の見通し等をお話しいただきました。今の改築でもお話しありました

ように、努力はしたいけれども厳しい財政状況だというようなお話だったと思います。も

ちろん国の方向もあるでしょうから、そちらの方向をにらみながら進めるということでし

た。 

 続いて、教育推進計画の関係でお願いします。 

○事務局 総務課の教育計画担当係長の竹村でございます。 

 前回の会議で佐藤副座長の方から、昨年９月に策定をいたしました札幌市教育推進計

画、この中で学校規模の適正化と施設整備の推進ということで、やはり学校規模の適正化

の推進という教育改革プログラムを掲げておりまして、そことの整合性をとりながら進め

ていく必要があるのではないかということでしたので、私の方からその札幌市教育推進計

画について、概要でございますけれども説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元にお配りしております資料１をごらんいただきたいと思います。 

 まず、札幌市教育推進計画の策定の目的でございますが、皆様御承知のとおり、平成１

４年度から学校週５日制が完全実施されておりまして、現行の学習指導要領が実施されて

いるところでございます。こういった教育改革へ向けた取り組みが行われておりますが、

その一方で、学習内容の削減、あるいは授業時数の縮減といったものが子どもたちの学力

に及ぼす影響に対する保護者の不安が大きくなっているところでございます。 

 また、この 10 年間で急速に不登校児童・生徒数が増加しているといった、教育に関す

る課題が山積をしているという現状がございます。 

 具体的に申し上げますと、札幌市の保護者を対象にしたアンケート調査によりますと、

子どもたちの学力低下に対する不安というものは、約７割の保護者の方が感じていらっ

しゃるといった結果もございます。 

 また、この 10 年間で不登校児童・生徒数は、これは全国の数値ではございますけれど

も、約２.７倍まで増加をしてきているといった現状がございます。 

 また、札幌市におきましては、こういった都市化、核家族化が進行する中で、地域の連

帯意識が低下し、家庭や地域が従来のように教育力を十分に発揮できなくなってきている

ということも御指摘を受けておりまして、こうした社会の状況の変化を踏まえまして、札

幌市を担う子供たち一人一人の個性や特性を伸ばすためには、学校、家庭、地域がどのよ

うに連携して教育改革を進めていく必要があるのかといったことから、札幌市教育推進計

画を策定した次第でございます。 

 この計画でございますけれども、対象は主に義務教育期間の小学生、中学生を対象とし

ておりまして、平成 16 年度から 25 年度までの 10 年間を計画期間としてございます。 

 この計画の内容でございますが、札幌市教育の現状と課題といったものを踏まえまし

て、各課題に対応できる具体的な施策といたしまして、60 のプログラムを掲げてございま

す。子どもたちのはぐくみに着目をいたしまして、知・徳・体のはぐくみと三つの側面
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と、そういった子どものはぐくみを支える教育システムという四つの柱建てを行いまし

て、合計で 60 プログラムを掲げているということでございます。 

 その 60 の教育改革プログラムの一つに、学校規模の適正化の推進ということで掲げて

ございます。その教育環境の整備の中で、子どもたちが一定規模の集団の中で多くの友達

とのかかわりを通して、社会性や協調性、連帯性を培いながら学ぶことができる環境づく

りを進めるといった観点から策定をしてございます。 

 この推進計画でございますけれども、平成 15 年の３月に教育改革推進会議という 15 名

の外部有識者の方々から成る会議を設置させていただきまして、その中で札幌市の現状や

課題と、教育の現状や課題といったものを御議論いただきながら、昨年の３月に答申をい

ただきました。その答申に基づきまして、昨年の４月に市民向けの教育改革フォーラム、

また市立学校、教育委員会庁舎におけるタウントーク、さらにはパブリックコメントとい

うことで、市民の方々の意見を反映させていただきながら、昨年の９月に策定をしたとい

う経緯がございます。 

 詳細につきましては、一番下に教育委員会のホームページのアドレスを掲載してござい

ますので、そちらの方をごらんいただければと考えております。 

 推進計画につきましては、以上でございます。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 札幌市教育推進計画について竹村係長から御説明ありました。 

 続いて、適正配置計画について他都市の状況についてよろしくお願いします。 

○事務局 配置計画担当係長の大谷です。 

 私の方から、学校適正配置計画に関する他都市の状況について御説明したいと思いま

す。資料２の１と２の説明をさせていただきます。 

 この懇談会では、適正配置について皆さんで検討していただくわけですけれども、少子

化は全国的な問題でございまして、他市はどのように対応しているのかということを調査

してまいりましたので、参考までに報告させていただきます。 

 まず、資料２－１ですが、これは他の政令指定都市と東京特別区の状況を一覧にしたも

のです。 

 これは、直接全部行ったわけではなくて、連絡のとれるところはお互いに情報交換をし

たりとか、各都市のホームページの中で情報を拾えるところは拾って一覧にさせていただ

きました。ですから、きょう現在というわけではありませんのであらかじめご了承くださ

い。 

 その中で、私たちは横浜市と東京 23 区の中の豊島区、それと東京都の多摩市について

調査をしてまいりましたので、そのことについて簡単に御説明させていただきます。 

 まず、横浜市から説明させていただきます。 

 横浜市は、小・中学校の適正規模や適正配置、あるいは通学区域制度の見直しについ

て、平成 15 年 12 月に基本方針を策定しました。それに基づいて 11 学級以下の小学校が
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複数近接する地域を統廃合の検討対象としまして、平成 16 年から三つの地区を対象とし

て、それぞれの地域で、自治会の代表ですとかＰＴＡの代表、あるいは学校関係者から成

る 30 名程度の検討委員会を組織して、統廃合について現在検討を行っています。 

 ちなみに、平成 15 年度の段階では、11 学級以下の小学校は 55 校、８学級以下の中学校

は 19 校ございました。 

 児童・生徒数の推計についてなのですけれども、横浜市は私立の学校、私学の入学率に

地域差がありまして、大体平均でも５％から 10％程度私学に流出しているという状況がご

ざいます。そこで、地域ごとに過去３年間の平均割合を見て児童・生徒数の推計を行って

おります。 

 長期推計につきましては、基本的には住民基本台帳をもとに６年先までしか行っていな

いとのことでした。 

 直接この懇談会のではないのですけれども、統合後の跡地問題について調査してまいり

ましたので、お話しさせていただきます。 

 基本的には、その跡地の問題につきましては、教育委員会ではなくて、財政局の財産調

整課というところで担当することになっております。教育委員会内部でも統廃合が決定し

た時点で、教育委員会内部のほかの部局、横浜では教育政策課というところなのですけれ

ども、こちらに所管を移して局内での検討に当たることとしていると。地区の検討委員会

でも跡地問題については一切協議しないで、設置場所が決まってから要望のみを受けると

いう形をとっているということでございました。 

 続きまして、豊島区について概要を説明させていただきます。 

 豊島区は東京の山の手線で言えば池袋のあるところです。豊島区の人口は、昭和 40 年

の 37 万人をピークに減少を続けております。しかし、世帯数はほぼ横ばいの状況なので

す。この豊島区の特徴としましては、総世帯の約半数が単身世帯であるという、そういう

特殊な状況がございます。この要因は、少子化という全国共通の現象に加えて、土地価格

の高騰によって住宅の確保が困難になったため、子どもの出産に伴ってファミリー層が区

外に転出してしまうという傾向がございます。それと、居住の便利さを求める単身世帯が

増加するという傾向があらわれて、単身世帯が非常に多いという特徴がございます。 

 この豊島区は、東京 23 区の中でも港区と並んで最も積極的に適正配置に取り組んでい

る区でございまして、特に中学校の統廃合の実績が多数あるというのが非常に興味深いと

ころでございます。 

 児童・生徒数は、昭和 30 年代のピーク時の実に３分の１以下となっていまして、学級

数は約２分の１に減少しております。そのため、平成２年から平成４年にかけて審議会で

検討し、適正配置の基本的な考えや具体的な方策をまとめたところでございます。 

 適正配置全般についてですけれども、平成９年から統廃合事業に着手して、平成 18 年

度で第１次事業というのは終了します。この間に、豊島区の小学校、全体 29 校あるので

すけれども、それを 23 校にするということになります。 
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 また、中学校。これは区全体で 13 校あったのですけれども、それを８校にするという

ことでございます。 

途中で、平成 13 年には児童・生徒数の状況の変化がございまして、第一次整備計画を

見直しています。 

 こちらの区の特徴としては、適正配置の基準として学級規模のほか、通学距離や時間を

定めて、小・中学校ともに徒歩で 20 分以上かかるところになる場合は、統廃合の対象と

しないということを決めております。これは札幌市と比較して非常に学区が狭いという状

況がございますので、20 分という縛りをつけたのだと思います。 

 統合校につきましては、平成４年の計画策定時には、統合校はすべて新築するという方

針を立てておりました。ところが、その後、財政難によりまして、平成９年には基本的に

新築しないで、既存校舎を活用するという方針の変更を行ったところでございます。 

 それから、学校選択制の影響なのですけれども、豊島区では平成 13 年から隣接校の選

択制を採用しております。この制度を採用したことが原因で、新たに小規模化する学校も

発生してきているというようなことでした。こちらからお聞きしたところ、統合と選択制

を両方やらなければならないとすれば、まず統合を行ってから選択制を導入した方がよ

い、適正配置と選択制の両立は困難であるというお話を伺いました。 

 次に、豊島区の児童・生徒の将来推計についてですけれども、東京 23 区の場合、東京

都が推計を基本的に行っておりますので、そちらのデータをもとに６年先までのデータで

整備しているということでございます。ところが、平成 13 年に選択制を導入してから、

推計の精度が非常に悪くなっているということでした。あるいは、都心回帰現象で都心部

にマンションも数多く建築されてはいるのですけれども、都心部ということもありまし

て、販売価格が非常に高額であり、したがって、小さな子どものいる家庭は購入者として

は少ないということがあり、なかなか子どもの数がふえないという現象が起こっておりま

す。 

 それと、札幌市とはまた違う状況なのですけれども、住宅建設の要素に加えて、児童の

６割は国立か私立に入学するという地区もありまして、さらに選択制もあることから、全

く推計が読めないといいますか、役に立たない状況もあるということで、非常に計画にお

いて苦悩しているという状況でございました。 

 続きまして、多摩市について概要を説明させていただきます。 

 多摩市は、東京の都心から約 30 キロほど西に位置しまして、人口 14 万人の都市でござ

います。これは、昭和 46 年から多摩ニュータウンの建設が始まりまして、東京で一番大

きいニュータウンでございます、この多摩市の人口約 14 万人のうち、約７割の人口と、

面積の６割は多摩ニュータウンが占めています。昭和 46 年、多摩ニュータウンの建設か

らの人口増加に伴いまして、小・中学校が毎年のように建築されました。しかし、多摩

ニュータウンの建設終了とともに、平成元年を最後に学校の建設はすべて完了となり、そ

の後は急速に児童・生徒が減少しピーク時の約半数以下に減少してしまいまして、適正規
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模、適正配置、あるいは通学区域のあり方について検討する必要が出てまいりました。 

 多摩市の場合は、平成３年に学識経験者や学校関係者、ＰＴＡ代表から成る学区調査研

究協議会を設置しまして、平成７年まで３回に分けて答申を行って、平成６年から事業を

実施して、平成 12 年に一旦事業が完了しました。 

 その審議会の提言において、統廃合のほか、市民ニーズの高かった学校の選択制につい

ても提言が行われておりましたので、それに基づき平成 15 年から学校選択制を導入いた

しました。 

 また平成 15 年から再度審議会を立ち上げた理由なのですけれども、児童・生徒数が想

定した以上に減ってしまったということです。一旦整備をしたのですけれども、予測より

さらに減ってしまったので、もう一度見直す必要があったということです。 

 そこで、また、全市的な適正配置計画を立てた場合、実際の統合事業終了までには長い

年月がかかって、計画が時代の現状に適合しなくなる懸念があるのではないかということ

です。ですから、その計画の中に、例えば「10 年ごとに見直す」などと盛り込むのも良い

のではないかということでした。 

学校選択制の影響なのですけれども、こちらも豊島区と同じように学校選択制を導入し

てから、将来推計の見きわめが非常に難しくなったということです。適正配置をしてから

選択制をやらないと、子どもたちは小規模校を避けて大規模の学校に選択の希望が集中し

てしまい、小規模校はますます小規模になってしまうという、そういう現状があったとい

うことでした。 

 学級規模につきましては、現在 40 人学級を基準で行っておりますが、この審議会では

小学校は 30 人、中学校は 35 人が理想との提言を受けております。単純に多摩市の学級規

模の平均を割り出しますと、この審議会の理想人数にほぼ近い数値になりますので、特に

問題はないということでした。 

 あと、児童の将来推計なのですけれども、これは学校基本調査と住民基本台帳をベース

に独自に数値を出しております。それに学校選択制ですとか指定校の変更がどの程度ある

かを参考にして、住宅建設の予定や、その入居率も加味して推計を出していると。しか

し、現状としてはなかなか選択制の人数が読めないような状況にあるということでした。 

 そして、統廃合を行う際、多摩市では耐震補強をして、すべて既存の校舎を使用してお

ります。 

跡地の活用なのですけれども、こちらは教育委員会で行わないで、企画を担当している

部局で行っております。企画課の方で跡地活用の検討について市民会議を設置して、そち

らで検討を行っております。 

 私の方からは以上です。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 他都市の状況を説明していただきました。 

 以上、事務局から学校施設の改築等についてと、それから教育推進計画の内容につい
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て、それから他都市の状況について３点説明していただきましたが、何かここで特に御質

問、委員の皆さんから御質問ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○村瀬座長 後からまた検討の中に入ってくると思いますので、では、次に進めさせてい

ただきたいと思います。 

 資料３をごらんいただきたいと思います。 

 前回の会議で札幌市の児童・生徒数の状況、これからの推移、そういうことを事務局か

ら説明していただきましたが、本日はまずこの懇談会で議論する内容やスケジュールにつ

いて確認させていただきたいと思います。資料３をごらんいただきながら、説明させてい

ただきたいと思います。 

 第１回目の懇談会の後、今後の進め方について事務局とも協議してまいりました。これ

までも何度かお伝えしておりますが、前回の平成 12 年の適正規模懇談会では、時間をか

けて、回数にして 10 回ほどだったと思いますが、深い議論を行ってきたところでござい

ます。 

 前回懇談会では小学校の適正規模については、一定の結論を得ております。小学校では

18 から 24 学級が適正であり、少なくとも 12 学級以上が望ましいという結論を得ておりま

す。 

 適正配置を考える上では、学校の規模という点については当然重要な要素になります

が、この懇談会で、新たに 12 年度のときと同じ検討を行っても、なかなか先に進まない

ということが考えられます。したがって、本懇談会は適正配置について検討を行う組織で

ありますので、まずは平成 12 年の提言について各委員が共通の理解に立っていただい

て、今後の議題の土台としていきたいと考えます。 

 簡単に申し上げれば、今回課題として与えられている適正配置というテーマは、非常に

さまざまな要因を検討しなければいけないものでありますので、ゼロからスタートという

ことではなくて、前回 12 年５月に出されております平成 12 年の提言を基本的には踏襲

し。我々は、その提言で足りない部分であるとか、もう少し深く掘り下げる部分について

検討を行いたい。そのように考えるところでございます。最終的には、平成 12 年の意見

提言に肉づけを行うような形で提言書をまとめるべきでないかということでございます。  

このようなことを前提に考えまして、各回ごとのテーマをこの資料３のとおりのスケ

ジュールを立ててみました。後ほど御意見をいただきたいと思いますが、まずは開催回ご

との説明を簡単にさせていただきます。 

 大きく三つの段階に分けられています。 

 まず、本日の第２回の懇談会ですが、全体スケジュールの確認の後、この懇談会の議論

の基礎としたい平成 12 年の提言について事務局から詳しく説明していただいて、各委員

の皆様に共通の認識を持っていただいたらどうかというふうに考えました。 

 第３回目は、平成 12 年度のときに議論いたしました教育効果や学校運営上のよい点
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が、小規模校を適正規模化した先日見学しました資生館小学校においてあらわれているか

どうかという、その資生館小学校の効果、検証ということで、統合による教育環境の確認

を行いたいと思います。したがって、②で記載しておりますとおり次回は資生館小学校の

校長先生をお呼びして、その話をお聞きしたいということです。 

 それから、第４回では、前回懇談会で議論が未整理であった部分、中学校の適正規模な

どについてです、前回の提言では、今後検討する余地があるというような記載になってお

りますので、その整理を行う必要があると思います。第４回は、中学校について特に整理

をしたいということでございます。 

 それから、第５回目は、近年の新しい要素として通学区域の弾力的運用と適正配置の関

係について議論したいと思います。通学区域の弾力的運用と適正配置の関係、そのことに

ついてテーマとして取り上げたいと考えます。 

 ６回目は、大体今年の夏頃になると思いますが、具体的に適正配置を行う条件とか、そ

れから適正配置の手法について議論をしたいと思います。３点ほど書いておりますが、こ

れらのことについて議論したいと思っております。 

 それから、第７回目、全体検討、取りまとめということでは、９月以降まとめの段階に

入って、提言書づくりに入っていきたいと思います。 

 以上、簡単ですが、立ち上げ、事前整理が１回、２回。それから、３回目以降は個別の

テーマ検討。７回以降は全体検討、取りまとめということで、こういうスケジュールで進

めたいというふうに考えますが、進め方、あるいは、ほかにこういうことがちょっと落ち

ているのではないかとか、あるいはこういうことを加えるべきでないかというようなこと

がありましたら、そういうテーマでも何でも結構ですが、御発言いただけたらと思いま

す。 

 今、スケジュールを説明して、すぐ何かないかと言われても大変だと思うのですが、お

気づきの点について何かありましたらご発言ください。 

副座長のお考えはいかがでしょうか。 

○佐藤副座長 少し、皆さんの考える時間をとるという意味で発言させていただきます。

例えば少人数指導ということについて議案の中に含んだらどうかなと思っております。と

いうのは、統合前の小規模校の学校で、いわゆる教育上のきめ細やかさといったようなも

のを経験済みの御父母の皆さんが、統合後もそのきめ細やかさというものを継続してほし

いという御要望は恐らく強いのではないかというふうに思うのです。 

 これに関して 12 年の提言では、学級規模からの視点という形で、30 人学級について言

及しているわけなのですけれども、これはその中・長期的に検討すべき課題であるという

形で提案されていますが、まず、これはこれとして、今回の提言には少人数指導への一層

の配慮という観点も加えて盛り込みたいなというふうに考えているわけです。ちょっと記

憶が定かでなくて、後で議事録等を確認しなくてはいけないと思うのですけれども、恐ら

くこの 12 年の提言のところで少人数指導については明確に触れていなかったのではない
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かと思います。30 人学級ということが、この時点でどんと出ているわけですけれども、こ

こに至るまで幾つかの方策がやはり考えられるわけで、この時点でも恐らく少人数指導と

いうのは、各学校で当時も少しずつ実施されているということがあったと思うのですが、

提言の中では、欠落しているのだと思います、近年少人数指導ということがより強調され

ているという国の政策の部分もありますし、ぜひ今回の答申においては、少人数指導のよ

り一層の推進あるいは配慮という点について少し議論いたしまして、提言の中に盛り込ん

でおきたいというふうに考えますが、いかがでございましょうか。 

○村瀬座長 今、副座長からお話しありましたが、どうでしょうか。その検討、少人数、

子どもたち一人一人をよりきめ細やかに指導するための、そういう少人数指導というよう

な点もテーマの中に盛り込むべきでないかということですが、この 12 年の提言の初めの

ところにも、とにかく将来を担う子供たちの教育環境を整えることを基本ということです

ので、一人一人の子どもたちの視点を忘れてはいけないということだと思うのですけれど

も、いかがですか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 よろしいですか。 

 では、そういうことで少人数指導、きめ細やかな指導を行うための少人数指導という、

そういうテーマも盛り込むということにしたいと思います。言葉としてどのような表現と

するかについてはまたちょっと検討させていただきたいと思います。 

 そのほか、スケジュール等で、あるいは今のような検討事項が、これを加えてほしいと

か、そういうことはございませんか。 

議論していく中で、またおいおい出てくるのではないかと思いますけれども、基本的に

はこのようなスケジュールと項目で懇談会を進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 よろしいですか。ではそういうことで進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、早速、事務局の方から、12 年の提言について一度説明していただきまして、

質問等も含めて、少し議論の時間をとりたいと思います。12 年の提言をこの資料４にまと

めて事務局の方でダイジェスト版をつくっていただいていますので、それを見ながら事務

局から御説明いただきたいと思います。 

○事務局 配置計画担当係長大谷です。 

 私の方から、12 年の適正規模検討懇談会の意見提言について御説明いたします。 

 これは、第１回目の懇談会のときにも概要について私の方から報告させていただきまし

て、その後、佐藤副座長の方から補足説明と、当時の状況などについても御説明いただき

ました。そのあたりを皆さんにイメージバックしていただきながら、このダイジェストに

ついての説明をさせていただきます。 

 まず、学校の適正規模という観点で１枚目にまとめております。 

 その 2 枚目では適正配置ということになっておりまして、平成 12 年の際はテーマは大
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きく二つに分かれているということになります。 

 最初のページの適正規模のところですが、大きな項目で、学校規模のあり方を考える視

点というものがございます。こちらの視点からは当時五つの視点で検討しております。そ

れは子どもの教育人格形成からの視点。それと、２の学級規模からの視点。それから３の

指導体制からの視点。４番目に新学習指導要領からの視点。５番目に地域とのかかわりか

らの視点。こちらについて、その５点の観点から当時いろいろ議論をしてまとめたところ

でございます。 

 １番の子どもの教育人格形成からの視点ということで、項目を六つに分けて、個性です

とか社会性、あるいはクラスがえ、帰属意識・集団活動、教員との触れ合い、部活動、そ

れから個性に応じた学習指導、こういうきめ細やかな観点に立って、いろいろ議論をして

まとめたものでございます。この中に書いてある言葉が、提言書の内容を簡潔にまとめた

ものでございますので、個性、社会性ということであれば、集団生活を通じて個性を磨く

ことや社会性を身につけることなど、さまざまな教育効果は一定の規模の集団の中で学び

生活していくことによって、より高められるということになります。 

 クラスがえですと、固定しがちな人間関係に変化を与えるため、新しい成長の機会を得

るなど、効果的なクラスがえが可能となる学級規模が必要であるということになります。 

 帰属意識・集団活動では、帰属意識や連帯感を持ち、全校的な人間関係を取り組むため

には、一定以下の規模が望ましい。また、一体感のある充実した集団活動を展開する上で

は、過小・過大な学級規模は避ける必要があるということになります。 

 また、教員との触れ合いについてですが、子どもの潜在的な能力を伸ばしていくために

は、さまざまな個性を持つ多くの教員と触れ合うことのできる学校規模が必要であるとま

とめております。 

 それから、部活動については、子どもたちの興味・関心に応じた選択肢など、多様な部

活動を成り立たせるためには、一定以上の学校規模が必要であるとしております。 

 個性に応じた学習指導ですが、生徒の個性に応じた学習指導が適宜受けられるような教

員数を確保できる学校規模を保つことが望ましいとしております。以上１）子どもの教育

人格形成からの視点については、前回のこの提言内容について、第３回の懇談会において

資生館小学校の効果検証とあわせて再検討を行うことを予定しております。 

 ２番目の学級規模からの視点になりますが、当時は 30 人がいいのか 40 人がいいのかと

いう議論を行いまして、当時は、30 人学級の導入のほか、弾力的な学級編制は今後の具体

的な検討項目でありましたが、現状では１クラスの平均人数が 32 人であったということ

もあり、30 人学級の導入は中・長期的に検討するべきということで結ばれております。先

ほど佐藤副座長からご発言がありましたが、札幌市の場合 35 人学級を１年生に導入して

おりますが、人数の議論というより、本懇談会では、きめ細やかな教育指導内容、指導体

制、そのような視点について提言に盛り込んでいただくこととなります。 

 ３番目の指導体制からの視点でございます。 
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 教育内容の変化への対応。新しい学習指導要領など、今後教育内容の変化に対応してい

くためには、十分な数の教員の確保を可能となる学校規模が望まれる。 

 教員の協力。小学校において同学年の担任教員が協力したり、よい刺激を与え合う効果

を考慮すると、１学年３～４学級が望ましいとしております。 

 それから、教育目標の共通理解。学校の教育目標をすべての教員が共通理解し、より充

実した教育活動を行うためには、教員数を一定以下にとどめておくことが望ましい。 

 中学校における学習指導・生徒指導。中学校では５教科について一定の教員が３学年に

わたって対応することは困難と考えられるので、一定以上の学校規模が望まれる。充実し

た生徒指導を行える学校規模を考えることが望ましい。これらにつきましても、中学は別

といたしまして、資生館小の効果検証とあわせて検討していただくと良いのではないかと

考えております。 

 ４番目は、新学習指導要領からの視点でございます。 

 人間性・社会性の育成ですが、新学習指導要領のねらいの一つに豊かな人間性や社会性

の育成があるので、規模の検討についてはこの点も十分に考慮する必要がある。 

 総合的な学習の時間・選択教科。総合的な学習の時間や中学校の選択教科において、多

様な学習や児童・生徒の興味・関心の多様化に対応できる適切な数の教員の確保が可能な

学級規模があることが望ましい。 

 ５番目、地域とのかかわりからの視点でございます。 

 地域との連携。学校と地域の連携を強め、地域の教育力を生かしていくことに配慮する

必要があるということでありますが、統合によって校区が広くなる場合、地域との連携な

どについても影響が出てくる面があるのではないかということでございます。 

２番目のくくりの小学校における適正な学校規模についてでございます。 

 １）小学校における適正な学校規模の考え方。 

 子どもの教育環境に関して。効果的なクラスがえが可能となるよう、１学年で３から４

学級、少なくても２学級あることが望ましい。６学級以下の学校は改善が望まれる。 

 学校の指導体制に関して。教員が相談・研究し教育効果を向上していくためには、１学

年３、４学級程度の規模が必要である。 

 総合的な学習の時間に関して。学年としての計画・立案・実行が可能となる１学年３学

級以上の規模が望ましく、総合的な学習の時間に対応した教室の数と質が確保できる適切

な学校規模が必要である。 

 それから、地域とのかかわりに関して。地域との連係を可能とし、その教育力を生かす

ことができる学校規模が望ましい。 

 ２）で、小学校における適正な学校規模。 

 数字的なまとめですけれども、このまとめとして全校で 18 から 24 学級の学校規模が適

正であり、少なくとも 12 学級以上の規模が必要であると考えられる。また、６学級以下

の過小規模校については、早期に改善が図られることが望まれる。これが学級規模に関す

─ 11 ─



る当時の結論でございます。 

 ３番目、中学校における適正な学校規模。 

 １）中学校における適正な学校規模の考え方。 

 子どもの教育環境に関しては、一体感ある充実した集団活動を展開する上では、過小規

模校（６学級以下）や過大規模校（25 学級以上）は避けるべきである。 

 学校の指導体制に関して。過小規模校では５教科の各担当が３学年を通じて対応するこ

とになるので、過重な負担を避けることや指導の充実のためにも改善が望まれる。 

 新学習指導要領に関して。総合的な学習の時間及び選択教科に対応した教室の数と質が

確保できる適切な学校の規模が必要である。 

 また、地域とのかかわりに関して。地域との連携を可能とし、地域の教育力を生かすこ

とができる適切な学校規模が望ましい。 

 最後に、中学校における適正な学校規模ということでまとめております。 

 適正規模は、全校で 12 ないし 24 学級の範囲と考えられるが、引き続き検討を行う必要

があるとしております。これは今回の懇談会で再整理しなければならない問題でございま

すので、先ほど座長から説明がございましたとおり、第４回目の懇談会でこのテーマにつ

いてご議論いただく予定です。 

 次に、Ａ３資料の２枚目をごらんください。 

 まず、１として学校配置のあり方でございます。 

 学校適正配置からの視点。 

 まず、通学区域からの視点。適正な学校規模の確保を前提とした望ましい通学区域につ

いての考え方を構築する必要がある。子どもたちの生活や地域とのつながりなどを考慮す

る必要がある。 

 また、学校と地域の関係からの視点。学校の適正配置を契機として、学校と地域とのよ

り一層望ましい関係を検討していく必要がある。 

 ２)番目、学校適正配置を検討すべき地域。 

 札幌市内では、１、人口空洞化の進む都心部、２、人口の減少が見られる郊外部の旧宅

地造成地区、３、市街化区域の縁辺部（山間部等）などに学校の適正配置を検討すべき地

域が見受けられる。特に、１２学級を大きく下回る学校が隣接し、また老朽化が著しい学

校を含む都心部については、速やかに学校の適正規模化を行う必要があると提言されてお

りますが、この提言を受けまして、資生館小学校を開校させたところでございます。 

３)番、学校適正配置の方法。 

 通学区域の変更、統廃合が考えられる。通学区域の弾力的運用を行い、特認校化を行う

ことは困難である。※印としてその特認校化についてですが、特色ある教育活動を行うこ

とはすべての学校で可能であるので、単に特色があるという視点のみで小規模校を特認校

化することは困難でありますよということで当時は結論を得ております。 

 この１番の学校配置のあり方の部分が、今回の懇談会で皆さまから提言として整理して
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いただく点の中心部分でございます。 

 （２）通学区域の考え方。 

 １）基本的な考え方。 

 検討の方向性。通学区域の持つ意味を十分配慮するとともに、学校と地域のかかわりな

ど、より広い視点から通学区域を検討する。 

 ②通学区域のとらえ方。子どもたちの交友関係や遊び場など、生活の大半は通学区域に

ある。また、通学区域は設定以来、地域の基盤となってきたことを念頭に置く。 

 ２)通学区域設定の課題。 

 ①通学区域。市内通学距離は全般的に短いが、適正規模化を図る場合、通学上の安全に

は十分な配慮が必要である。 

 主要幹線道路。地域ごとに状況が異なるが、適正な学校規模の確保を前提とし、主要幹

線道路という理由のみによる校区の分断を避ける配慮が望まれる。 

 行政区界。適正な学校規模が確保される範囲で、行政区界と一致した通学区域を設定す

る配慮が望まれる。 

 ④町内会区域との整合性。適正な学校規模を確保した上で、町内会区域との整合性を

持った通学区域を設定することが望まれる。 

 ⑤中学校区との関係。中学校の適正配置を進める場合は、小学校区との整合性について

も配慮することが望ましいと考えられる。 

 ⑥通学路・子どもの生活領域との関係。適正配置において通学区域を設定する際には、

具体的な通学路を想定しつつ検討することが望ましい。 

 この①から⑥のことを、これは実際に校区を設定する際に配慮すべき事項ではないか

と、そういうことをこちらでまとめております。 

 ⑦市街化区域縁辺部（山間部等）について。適正な通学距離を上回るおそれもあり、適

正配置は困難であると考えられる。 

 ３)通学距離(時間)延長に伴う課題。 

 通学距離延長への対応策。当時文部省、現在文部科学省の示す通学距離(４キロ以内)を

超える場合には、スクールバスの導入についても選択肢の一つとして検討する必要があ

る。 

 安全性の確保。交通安全施設の整備や交通安全指導などの対策を充実する必要があると

いうことでまとめております。 

 そして、大きい（３）学校と地域の考え方。 

 これは、地域の連携として配慮すべきと、そういうことについて大きく３点まとめてご

ざいます。 

 まず１番目は、基本的な考え方。 

 地域の教育力の維持・向上。地域の教育力の維持・向上とともに、学校と地域との連

携・協力を一層強める必要があると考えられる。 
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 ②地域の拠点としての学校の役割。地域における生涯学習意欲の高まりや防災に関する

関心の高まりに対しても、学校が果たすべき役割は大きいと考えられる。 

 ２)学校と地域との連携。 

 地域と子どもたち。子どもたちの多様な交流や経験の機会が限られている状況では、豊

かな人間性の醸成や人格形成の面で問題があると考えられていることから、改善が望まれ

る。 

 地域の教育力。多様な人々と交流する機会を積極的に創出し、地域の教育力を醸成して

いく必要がある。 

 ③学校と地域の連携に向けて。学校は開かれた学校づくりを目指し、相互の理解が深ま

るよう努力することが望まれる。学校を活用したコミュニティの維持についても検討して

いく必要があるとしております。 

３)学校と地域との連携を強める具体的方策。 

 学校と地域の人々との連携。地域の人々による学校支援ボランティア、学校施設を利用

した生涯学習、複合化された学校施設での活動、地域の人々が利用しやすい校内環境の整

備、学校教育に対する地域の人々の理解というような点が挙げられております。 

 また、地域における子どもたち。学外における学習と地域の人々による指導、社会体験

学習の場の積極的な提供、子どもたちの地域清掃活動・福祉活動等、通学路における防犯

を支援する地域の仕組み。この学校と地域の考え方、この辺につきましては、統合等に

よって校区が広くなること、それによって影響を受けるものがあるのではないかと。そう

いうものをこちらの方でまとめております。 

 簡単ではございますが、事務局の方から平成 12 年の適正規模の検討懇談会の意見提言

について説明させていただきました。 

○村瀬座長 ありがとうございました。 

 これからの検討の基礎となるものですので、この平成 12 年度の意見提言について少し

議論を行いたいと思います。 

 広範囲にわたっていますので、ちょっと分けさせていただいて、この１枚目の学校規模

のあり方を考える視点という１のところ、そのあたりはいかがでしょうか。子どもの人格

形成、学級規模、指導体制、新学習指導要領からの視点、地域とのかかわりからの視点と

いう。どこからでも結構ですが、１枚目の１の部分から２にかかっても結構ですけれど

も、いかがでしょうか。 

 ここには一定以上の規模の集団の中で学ぶということ。あるいはクラスがえとか、部活

動による効果とか、そういうことを書いてありますが、その大きさ、規模によって、中学

校など特に部活動などいかがですか。規模によって部活動が成り立つとか成り立たないと

かいうお話はございませんか。 

○委員 部活動については、小規模校にあっては、いろいろな資料にあるような、教員が

少なくなりますので、子どもたちが希望している部のスポンサーの先生が転勤等でいらっ
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しゃらなくなるという問題が現実に起きてきておりまして、教育委員会の方にも何とかし

てほしいという要望などもあがっていると思うのですけれども、問題はあろうかと思いま

す。 

○村瀬座長 教育大を卒業した学生から聞いた話ですが、女の子なのですけれども、他に

担当者がいないということで、新卒でいきなりサッカー部を持たされて、サッカー部で

やっているということでした。何もやったことないのに持たされている。そういう意味で

は本当に教員の数が少ないと感じました。部活動だけではなくて、ほかのことにももちろ

ん大きな影響を与えるのでないかなというふうに思います。一定以上の規模の集団が必要

だということですね。 

 この規模のあり方を考える視点で、どうでしょうか。地域とのかかわりからの視点か

ら、今委員、資生館に統合される前の学校におられたので、地域とのかかわりからの視点

から御発言いただけますか。 

○委員 地域ということも含めまして、学校規模のあり方の、人間形成からの視点という

のがきっと地域とのかかわりと切り離せないと思いますので、そういうところも含めて

ちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

 まず、先ほど少人数指導がすごく大切だというお話がありましたが、私もそう思いま

す。ただ、小規模校における、いながらにしての少人数の指導と、児童数、教員数が確保

された上での少人数指導というのは、ちょっと質が違うかなという気がいたしました。で

すから、わずかな人数の、当時は６学級でしたから、その中での少人数の指導には、ある

程度限界というか、そういうものがあったかなという気がいたします。 

 そして、統合されたことによって人数がふえ、そして教員数が確保された上で、さらに

その中で指導内容や方法の工夫がされて、そこからあげられる教育効果というのは、また

違うものが期待されるのではないかなという気がいたします。 

 そして、地域のかかわりということでは、私のいた学校は、親子３代、時には親子４代

でかかわっていた方もいらっしゃいます。そういう方々が学校を訪問されたときに、御自

身が 1,000 人や 2,000 人いたころの学校を体験されていて、そして孫、あるいはひ孫さん

の学習の状況を見て、これはいかんなというような気持ちを持ったということも率直にお

話しされていました。なぜかと申しますと、それはここに書いてあるように、人格形成か

らの視点というところに触れられていますけれども、やはり子どもたちの固定しがちな人

間関係、例えばちょっとしたトラブルが起きても、それを６年間背負っていかなければな

らない、これはきっと子どもにとっては大変つらいものがあるのではないかというような

こともお聞きいたしました。そして、私たちも見ていて、そういうふうに感じる面があり

ました。 

 また、子ども自身がお互いに役割分担意識を持ってしまうのですね。あなたはこういう

のが得意でしょうとか、こういうところですばらしい力、あるいはそれがマイナスに働く

こともあったかなという気がいたします。そういうことが何か役割の中にも固定化してし
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まうというような、そんなようなこともあったかなというふうに振り返っております。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 大事な視点ですね。少人数で、本当に先生方が少なくて小規模、子どもも少なくて小規

模、少人数指導と、教員数が確保されていての少人数指導。その違いを、やはり効果とい

うか、そういうことも含めて考えるべきだということ。 

 それから、子ども自身の固定的な人間関係というか、私自身も中学校で全校で５学級の

学校と 29 学級の学校に両方勤務したことありますが、その５学級のときには、幼稚園や

保育所のあたりから人間関係が固定されている場合もあり、そのままずっと上がってき

て、その人間関係から抜け切れないというか、その人間関係の、何というのですか、固定

されているという、そういった感じはすごくしました。だから、どういうことをしても何

か位置づけが決まっているという感じでもありました。あるいは、分担が決まっている

と、そんなことも感じました。発言にあった保護者からの意見なども大事なところだと思

うのですね。切磋琢磨する人間関係ということの視点だと思います。 

 そのほか、どうでしょうか。 

○委員 「１学校規模のあり方を考える視点」の中の「３指導体制からの視点」におい

て、教育目標の共通理解という項目の中で、前回の意見提言の中では、「教育目標をすべ

ての教員が共通理解するためには、教員数を一定以下にとどめておくことが望ましい」と

いう御意見があったということなのですが、これは恐らく教員数が多くなればなるほど意

思の疎通がなかなか図りにくいという、そういった観点からのお話だと思うのですけれど

も、これは例えば民間企業などの場合は、大企業になればなるほど同じようなことが言え

ると思いますけれども、これはトップの考え方とか、それをどういうふうに社員に伝える

かということと同じことだと思いますので、特に私は教員数云々ということではないので

はないかなというように思います。 

 適正規模を考える場合、例えばこれからの教育システムですとか、いろいろなことがリ

ンクしてくるわけです。先ほどから出ています、個に応じたきめ細やかな指導の充実とい

うことになりますと、当然、今、例えば今現在は適正な規模であると言われる学校であっ

ても、そういった教育を施すとすれば、教員数は間違いなく足りていないと思います。 

 それから、特に特別支援教育ということになりますと、これに関してもきちっとした、

何といいますか、対応がなされるとすれば、今現状では全く足りないということが言える

のではないかと思います。 

 あと、教員に関して言えば、非常に年齢構成が偏っているという実態があろうかと思う

のですが。ですから、ある一定時期にかなりの方々が御退職されると。そのときに、大量

に新たな方を採用されるとすれば、当然その辺の教員としてのスキルといいますか、そう

いったものがなかなかないといいますか、そういった状況が生まれるとすれば、今からや

はり、多少お金のかかることかもしれませんけれども、将来を見越して教員の確保と、そ

れから教員のスキルアップということを図らざるを得ないのではないかなというふうに思
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います。 

○村瀬座長 ありがとうございました。 

 大事な視点ですね。人数の多さに関係なく教育目標が全員共通理解して学校は進められ

なければいけないのではないかいうことですね。それは本当にそのとおりだと思うのです

ね。また、その共通理解をするための手だてをどうとるかということも問題だと思う。単

に学校の規模だけでないということは、確かにそのとおりだと思います。 

 それから、教員数は現状でも足りないという。これは少人数指導する場合でも、あるい

はチームティーチングする場合でも、あるいは習熟度別だとか、そういう場合に教員が加

配されているとも思いますけれども、それでも足りないという、現状でも足りないのでは

ないか。特に特別支援教育が始まりましたので、そういう視点から適正規模も考えるべき

でないかというお話だと思います。 

 あるいは、年齢構成の偏り。これは団塊の世代が、全国版に出ていたのですけれども、

もう少しで定年を迎えるので、また大幅な教員の入れかえが起きてというような、全国的

にはそういうことがお話があります。こういう面も今後の中から年齢構成的な、やはりバ

ランスのとれた年齢構成、学校の中でそういうことも視点の中に必要ではないかというこ

と。大事な御視点だと、御指摘をいただいたと思います。 

 そのほか、どうでしょうか。 

 １枚目全部、２も入れまして、学校の適正規模のところで、あと御意見ございません

か。 

 前回の宿題といいますか、検討すべき事項として残っているものに中学校の適正規模と

いうことがあります。関係する内容は１枚目の一番下のところですね。引き続き検討を行

う必要があるという書き方になっております、一応は適正規模を 12 から 24 学級の範囲と

しております。前回の懇談会において事務局説明の中であったと思いますが、現在市内の

中学校で 20 学級以上がそんなに多くないですよね。20 学級以上は何校でしたでしょう

か。 

（「8 校」の声） 

８校でしたか。だからそんなに多くないですね。24 以上は１つでしたか、たしか。 

○委員 あいの里東中と屯田中央中の２校がありますが、屯田中央中は来年度分離新設に

より分かれる予定です。 

○村瀬座長 分かれる予定でしたね。ということは実質あいの里東中だけということにな

りますね。 

 中学校の規模ということは個別のテーマになっていますので、今後の懇談会で検討して

いくことだということになります。 

 あと、どうでしょうか。校区が広くなって、今回も大阪の事件もありましたし、やはり

校区が広くなって不安だという部分もあると思うのですけれども。これも資生館小学校で

は校区広くなって、どうなのでしょうかということも次回議論の一つとしたいと思ってお
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ります。父母の不安が増したとか、そういうことも、次回に校長先生にいろいろお聞きし

たいと思います。そのほかよろしいでしょうか。 

（「意見なし」） 

○村瀬座長 それでは、２枚目のところで、学校の適正配置についてお願いしたいと思う

のですけれども。配置の視点と配置のあり方、区域の考え方、町内会区域との整合性と

いったあたりですが。 

○委員 通学区域の設定の課題のところで、主要幹線道路という②部分があるのですけれ

ども、今から５年前にこの提言ができ上がりまして、その中で主要幹線道路という理由の

みによる校区の分断を避ける配慮が望まれるというふうに書かれておりますので、 

 これができた後に、そういうふうなことが実際に実施されたということがあったのかど

うか、ちょっとお聞きしたかったのが一つです。 

 それと、あと、学校と地域との連携という部分で、地域の人々による学校支援ボラン

ティアなど、もろもろの活用が必要だというふうに書かれていますけれども、ここ最近な

のですが、うちの近くの子どもが行っている学校も、支援ボランティアというのをＰＴＡ

に募って、入って授業の補助をしてもらっているということがありますが、全市的ではな

いのかな、違う小学校では、そこまでやってないよというふうなことも耳にしまして、ど

の辺まで浸透されているのかというか、実施されているのかという状況を知りたいと思い

ます。 

○村瀬座長 ２点ですね。 

 主要幹線道路による単純な分け方をしないという理由のみで校区の分断を避けるとい

う。資生館小学校の例ではどうだったのでしょうか。ちょっと我々もわからないのですけ

れども。 

○事務局 事務局からお答えを申し上げますが、通学区域につきましては、この提言以

降、統合という形で通学区域の変更を行った場所は、今座長がおっしゃったように、資生

館小学校だけでございますが、この際にはそれぞれ統合前四つの小学校の通学区域を単純

に一つの通学区域といたしましたので、その４校以外の隣接校も含めた通学区域の見直し

というのは行っておりません。ですから、通学区域の変更という形では、単純に４校区を

統合したという形をとりました。 

 それから、それ以外は、特に統廃合といった、あるいは通学区域の見直しというのは、

平成 12 年にいただいた提言以降、具体的には行っておりません。 

 ただ、通学区域のあり方といたしまして、従来より指定変更制度というのがございまし

て、特殊な例、例外的に一定の区域を設定して、指定された学校以外にもう一つ隣接校へ

の選択ができるという制度がございますが、直接この提言を受けたものでございませんの

で、具体的にはこの今お伺いのあったことについては、変更したという事例はございませ

ん。 

○村瀬座長 ４校の区域が全部そのまま１校に統合されたということで、幹線道路とか、
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そういう区域の変更はなかったということですね。 

○委員 屯田北小と屯田北中の通学区域設定の場合はどうだったのですか。 

○事務局 新年度開校になる新設校ということでございますね。 

 これは、母体校から、それぞれ屯田北小につきましては、屯田小ですか。それから屯田

北中学につきましては、屯田中央中学の校区を分離いたしまして新設するものでございま

すけれども、それぞれ母体となる学校と新設される学校の児童数が、おのおの適正な規模

の範囲におさまるようにということで設定をしておりまして、基本的にはここの提言であ

るような、もろもろの通学区域設定の際に考慮すべき事項をもとに設定をしております

が、今言いましたように、それぞれの母体校と新設校の規模が均等になるようにという配

慮もございますので、道路の観点でいけば、基本的には中央幹線道路で分かれるようにし

ておりますが、両方の規模という観点もございますので、必ずしもそれと一致していると

は限らないと思っています。 

○村瀬座長 学校規模を優先した設定ということですね。 

○佐藤副座長 ちょっと蛇足かもしれませんが、私、通学区域審議会の方にも顔を出して

おりましたので、屯田の例についてちょっとおぼろげながらの記憶なのですけれども、基

本的に主要幹線道路というところで大まかにまず分けるわけですけれども、やはり④に書

いてありますように町内会区域とか、幾つかの前の学校の人間集団というようなことも考

えて、幹線道路で全部分けるということではなくて、そこを配慮した線引きをするという

ような形になっていたと思います。ですから、その②の主要幹線道路のところに書かれて

ありますように、道路という理由だけで分断するということはなかったというふうに記憶

しております。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 では、もう一点の地域の方々による学校支援ボランティア。どうでしょうか。 

○委員 私たちの今子どもが通っている小学校のすぐ近くに駅があります。八軒駅なので

すけれども、毎朝地域の方が立って、交通整理をして立っております。本当に頭が下がる

思いで、毎朝、けさも私ＪＲ利用してきたのですけれども、毎朝立って子どもたちに「お

はよう」と。「手に持っているの何さ」とか、「学校で借りた本だよ」とかという、一言

必ず何か会話してくださいまして、とても本当に助かっております。そして、西区の座談

会に出かけましても、地域の方が毎朝学校の前に滑りどめの砂を、毎日まいてくださっ

て、そして春になったら一斉にその地域の方が出てくださってお掃除をしてくださるとい

うことですので、今本当に地域の方々が力強く立ち上がってくださっている時期に来てい

るのだなと感心して、本当に感謝しております。 

 今ちょっと思ったのですけれども、この通学区域のことですが、主要幹線道路というこ

ともそうなのですけれども、昔と違って、信号ですとか歩道橋ですとか道路整備がすごく

なされていますので、安全面というのであれば、資生館小学校もスクールバスの導入もさ
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れているのですが、それは本当に札幌のど真ん中であるということを配慮して導入された

と思うのですけれども、私個人の考えでは、ちょっと子どもをもうちょっと歩かせてもい

いのではないかなと、体力づくりの面で、以前資生館小学校の方もおっしゃっていたと思

うのですけれども、学校帰りに学ぶものという、通学路で学ぶものというのもすごく多い

と思いますし、そういうのが多いと思います。メリットが多いと思います。 

 それで、この間八軒地区の６校が集まりまして、６校交流会というのもあったのですけ

れども、最近子どもの生活リズムがとても乱れていて、夜型の生活になっているというの

ですね。学校が遠くなると、早く起きなければならないと思うのです。早く起きるには早

く寝なくてはならない。そういうふうにちょっとリズムも、ある程度の距離が遠くなる

と、いいリズムも生まれるのではないかなと、ちょっと何となく思いました。 

 以上です。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 確かに歩くことも大事だということで、本当にそのとおりだと思います。 

 保護者の方も入っていらっしゃるのですか、その駅周辺のボランティアには。 

○委員 夏休み、冬休み、春休み明けにＰＴＡの方もやられています。 

○村瀬座長 ＰＴＡの方もやられている。なるほど。一緒にやっているということです

ね。 

○委員 通常の平日の活動は地域の方にやっていただいています。 

○村瀬座長 すばらしいですね。地域の方々の力というのはすごいですね。 

○委員 私は、ことし、うちの子が卒業しました小学校の方で支援ボランティアをさせて

いただきました。今、図書館の方で毎週水曜日の中休みに絵本と紙芝居の読み聞かせをさ

せていただいております。そのほかに、私、音楽の方の一応専門なものですから、３年生

のリコーダーの指導ということで一緒にさせていただきました。私自身が気をつけたこと

というのが、授業に関しまして、先生の方からこういうことをしていただきたいというこ

とだけを私がするようにというふうに気をつけて授業の方に参加させていただきました。 

 読み聞かせの方に関しましては、低学年の子たちがたくさん来てくれています。まず先

生方が、連れてきてくださるといった、そういう大きな協力がありまして、多いときは 20

人から 30 人ぐらい来てくれています。読み聞かせで知り合った子が、音楽のボランティ

アで学校に行った際に、廊下を歩いていると、「ああ、読み聞かせのおばさんだ」と言っ

て寄ってきてくれるのです。そういうのがすごく大きいなと感じます。そして、私もリ

コーダーなどを教えていますと、やはり全体 30 人以上となりますと、３年生の子で、や

はりどうしても、なかなかうまくいかない子が出てくる。先生は本当に努力なさって、一

生懸命やってくださっていますが、この３月の時点になりますと大きな差がついてきてし

まう、１年間で大きな差がついてきてしまったり、こういうことにちょっとでも協力する

ことができればうれしいなと思いますし、例えば中学校の部活などですが、体育会系が特

に感じるのですが、余り何も知らない、一生懸命指導されているところでなかなか申し上
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げにくいのですが、そのスポーツに関して余り知識がないとどうしてもやり方を本に頼っ

たりということになりまして、どうも見ておりますと、おかしなけがが多かったり、なか

なかうまく、個人プレーはまだいいのですが、チームプレーのスポーツになりますと、な

かなかうまくいかなかったりする。やはり、その競技を経験されている、プロとはいきま

せんけれども、それをよく知ってくださっている方が、ちょっとしたコーチとして１週間

に１回でも来てくださると、先生の負担もない、非常に小さくなりますし、練習のメ

ニューですね、それこそ例えばバスケットでいきましたら、いろいろなパス練習をする、

いろいろなトラアングルで練習していく、シュート練習をする、そのような練習メニュー

というものに関しましても、ちょっとやはりそういうプロの方、知ってらっしゃる方が

やってくださるのと、本当に素人の先生が一生懸命やってくださるのでは、大きな差が出

てしまいます。 

 そういうような思いもありまして、もし可能であれば、私も来年も続けさせていただき

たいと思いますし、大きなことだと思っております。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございます。 

 本当に大事なことで、すばらしいことでないかなと聞いておりました。授業の中でお手

伝いしていただく。また、部活でも、プロとは言えなくても、理解がある人というか、あ

る程度知っている方が指導していただく。それがここに書かれている地域の方々による学

校支援というようなことで、いわゆる適正配置されても、そういうことは忘れないで、そ

ういう活動をしていくということを大事にしたいということですね。はい、わりかまし

た。 

○委員 12 年度のダイジェストの２枚目の中で、「１学校配置のあり方」の「３学校適正

配置の方法」の中で、例えば通学地域の弾力的運用を行い、特認校化を行うことは困難で

ある。その次の行で、単に特色があるという視点のみで小規模校を特認校化することは困

難であるという表現がなされているのですが、これがどういった議論の中で出されたのか

と、ちょっと教えていただきたいということと、それから特認校につきましては、札幌市

が恐らく国内でも一番早くに、過疎化の進む小規模校を小規模特認校として、自然の中で

学びたいという子どもたちに通学可能な範囲で開放する制度を設けたということだと思う

のですけれども、前回、平成 22 年度に学級規模がどうなるかという資料をいただきまし

て、これを参考にいたしますと、いわゆる小規模校化が進むであろうという地域は、大体

市内周辺ですね、しかも、こういったところというのは学校区が非常に広い面積に及ぶと

いうことで、これを仮に統合するという話になりますと、非常に通学区域がさらに広がっ

て、通学するためには当然何らかの交通機関が必要になるというようなことになるのでは

ないかなと思います。 

 ここで、例えばここでは特認校化ということをすることによって、市内から児童・生徒

を集めることによって学校を維持することが可能だということは、やはり検討する必要が

あるのではないかというふうに思います。 
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 以上です。 

○村瀬座長 はい、２点ですね。通学区域、学校配置の方法で、通学区域の変更、統廃合

が考えられる。適正配置については、通学区域の変更も考えられるけれども、通学区域を

見直すことによって学校規模を適正化したら、先ほど、今お話しあったように、通学区域

が広がるということで、どうしても学校は統廃合がなってからそういうふうになったらい

いのすけれども、単に区域を分けるだけだったら何もならないのでないかという話は出た

と思うのですね、あの当時。そういう意味が、区域だけで学校規模を適正化することはで

きないのではないかというような話は出ていました。 

○委員 特認校化の問題で、ちょっと私も何点かあるのですけれども、簡単に言いますと

特認校の変更というようなことはできなないのかと。現在、有明、駒岡ですか、それから

盤渓、福移小というのでしょうか、特認校ですね。例えば、駒岡、有明ですか、有明ぐら

いを考えてみますと、子どもたちは全部バスに乗ってずっと通っているのですね。清田の

中心部の方からバス通っているのですね。ほとんどかなりバスの児童がいるのかなという

ふうに思っているのです。 

 それから、駒岡になりますと、西岡のずっと奥の方ですよね。あと、福移は篠路の北の

ずっと。あと、盤渓は中央区のずっと外れの方と。とすると、これからずっと小規模校が

進んでくる。そうすると、やはりこの学校を固定化してしまうのかな、あるいは変えられ

るのかなというようなことについて関連でちょっと気になったものですから。ちょっとそ

れも入れていただければと思います。 

○村瀬座長 特認校の問題ですね。特認校の問題では、私も日高、檜山、上川、網走、石

狩というような特認校に行ったこともありますし、見てきたこともあるのですけれども、

ここに前の提言にも書かれていたように、本当に特認校と指定するだけで適正規模が図れ

るかというのは非常に難しいことで、本当に全国から集めている、何校か私も行ったとこ

ろ思い出しても、子どもがぐっと減ってしまって、何人かしかいない。しかも、どこか遠

くから来ているとか、そうですよね。そういう道教委の方でも特認校の問題は大変困って

いると言ったらおかしいのですけれども、いわゆる規模が変動するということで、だから

前回の 12 年度は、適正規模を図るという観点から、特認校として認めるだけで適正規模

は図れないのではないかという、そういう結論だったのでないかと思うのですけれども、

よろしいですか。 

 もう一点のご質問は特認校が現在固定化されているが見直しはあるのかというような意

味でしょうか。事務局からお願いします。 

○事務局 現状を申し上げますと、特認校は定員に満たないところもありますけれども、

ほとんどは、むしろ定員が多くて、抽選しているところもございます。今、教育委員会と

しては、現段階では変更ということは想定しておりません。 

○村瀬座長 当面は今のままでということですね。適正規模、適正配置の視点から、また

検討はされるかもしれないですけれども。 
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 そのほかご意見・ご質問はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○村瀬座長 なければ、この 12 年度のダイジェスト版のこのお話し合いは、これで終

わってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 ありがとうございます。 

 では、短い時間でございましたが、12 年の５月に出た意見提言について、共通の認識を

いただいたと考えさせていただきます。 

 今後、懇談会においては、この懇談会の提言内容について、必要に応じて使ってと言っ

たらおかしいのですけれども、戻りながら、内容について修正する部分があれば修正して

まいりたいと思いますけれども、一旦は、今後の議論の前提としまして、平成 12 年のこ

の提言について札幌市学校適正配置検討懇談会として、包括的に了承して、これをベース

にこの懇談会で今後の議論を進めていくということの確認をさせていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 はい、ありがとうございます。 

 これをもとに、ベースに、また新たな視点とか、あるいは直すべき点とか、あるいはこ

ういう視点があるのでないかというようなことも、今後の議論を進める上での基盤として

いきたい。いわゆる、この 12 年の意見・提言を肉付けする議論をしていきたいと思いま

す。 

 今後は、この提言は共通理解しているという前提で、会を進行させていただきたいと思

いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 はい。 

 また、次回以降もこのダイジェスト版を今後もお持ちいただいて、随時戻らせていただ

きたいと思います。 

 それでは、残り時間も少なくなってまいりましたので、第３回目の懇談会の内容につい

て事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○事務局 それでは、次回第３回の会議の内容について、若干説明させていただきます。 

先ほど座長から全体のスケジュールのところでお話しいただいたところと一部重複いたし

ますけれども、この適正配置を考えるに当たりまして、都心部４小学校を統合してできま

した資生館小学校、先ほど来のお話の中にもたびたび登場しておりますが、16 年の４月に

開校してから１年近く今経過しておりまして、一定の時間が経過したということで、その

効果の評価をできる段階になってきたというふうに考えております。資生館小の統合の効

果の検証ということが、１回目の会議から委員の皆様からも御指摘のとおり、重要な要素

となってきてございます。 
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 そこで、まず１点目といたしましては、次回、資生館小学校の鈴木校長に、この懇談会

の会議でそういった実態を踏まえた報告をしていだく予定で出席、参加をさせていただき

たいということでございます。 

 それからもう一点が、その資生館の実態を把握するため、検証の一つの要素としてアン

ケートを考えてございます。これは皆様にお手元に差し上げています資料の５としてアン

ケート内容をつけてございますので、ごらんいただきたいのですが、これにつきまして

は、実際に統合されました資生館小学校の先生と児童の両方の側から、この受けとめ方に

ついて見てみようという趣旨でございます。目的につきましては、統合による児童の様

子、児童の様子の変化ですね。それから、先生の方からは学校運営について調査を行いた

いという趣旨でございます。 

 対象といたしましては、今言いましたように、まず児童です。これは２年生から６年生

まで。統合の前と、それから統合後を経験しているということで、１年生は、最初から資

生館小学校に入学してきましたので除きます。各学年から１クラスずつという内容でござ

います。 

 それから、もう一つは教員用として、資生館小学校の教員を対象にアンケートを行う予

定です。 

 おのおののアンケートの内容については、こういったものでやりたいということで添付

してございます。児童用につきましては、全部で６問。それから５年生、６年生の高学年

だけ２問追加をして、計８問。それから、教員につきましては、19 問の内容になっており

ます。詳細に調べて、細かく分析すればよろしいのでしょうけれども、特に児童の分につ

きましては、子どもですので、余り難しい質問、あるいは多岐にわたる質問はなかなか現

実的に難しいということで、このような分量と内容にさせていただいております。 

 それから、実施をいたします時期が、すぐ調査を行いまして、４月には集計結果を出す

ような形を考えております。 

 なお、この結果につきましては、教育委員会のホームページで公表するほか、次回この

懇談会の配付資料として速やかに取りまとめた上、御提出させていただきたいと考えてお

ります。 

 私の方、事務局からは以上でございます。よろしくお願いします。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございます。 

 今、２点あったと思いますが、１点目は、資生館小学校の校長先生、鈴木校長先生を次

回この会にお呼びして、お話をお聞きするということ。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 はい、１点目了承いただきました。 

 それから、２点目の資生館小学校アンケートについてですが、そのアンケート、児童用

と教師用があって、目的、対象、時期、方法ということが書かれておりまして、この内容

も、学習に関すること、大きくなってどうだったかという優しい言葉で書かれていると思
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いますが、このアンケートについてどうでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 よろしいですか。 

 はい、ではこの別添のアンケート用紙によって調査を３月上旬に行っていただいて、次

回には恐らくこの結果が出てくるのでないかなというふうに思います。 

 それでは、その２点を了承していただいたということで、次に第３回目の開催日時であ

りますけれども、事務局からお願いいたします。 

○事務局 はい、どうもありがとうございます。 

 それでは、次回なのですが、これもあらかじめ日程を照会させていただいております。

次回は４月になると思いますが、４月の下旬ぐらいで皆さんの日程で都合のいい日を事務

局で調整をいたしまして、決まり次第、本日と同じようにあらかじめ御連絡させていだき

たいと思います。 

 それから、時刻につきましては、本日と同様９時半ぐらいからということで、時間も１

時間半から２時間程度ということで予定してございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○村瀬座長 次回の懇談会スケジュール調整の後、開催時期は４月下旬という、少し暖か

くなっていると思いますが、４月下旬ということで、時間も朝の９時半からという。よろ

しいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 はい、ではそういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、副座長、本日の議事のまとめをお願いしたい思います。 

○佐藤副座長 はい。まず、骨子について大まかなところ申し上げますと、初めに事務局

の方から改築のペースについて。 

 ２点目が、教育推進計画との関係について。 

 ３点目は、他都市の対応についての調査報告というものが初めにございました。 

 その後、座長の方からスケジュール説明がありまして、引き続き平成 12 年の提言の詳

細の説明がございました。それに関して質疑があって、その質疑の後に、この今回我々の

懇談会においては 12 年提言について包括的に了承して、これを前提、ベースとして今後

議論を進めていくということが決まったわけでございます。 

 その 12 年提言の詳細説明の中での質疑におきまして、いわゆる今後の我々の議案とい

うか、テーマというものが幾つか付加されております。 

 ちょっと順序は前後いたしますけれども、１点目は少人数指導をテーマとして付加する

ということを御了承いただきました。議論の中で、少人数指導についても触れられており

まして、各学年単学級の場合の教員数から見た少人数指導と統合後の少人数指導とには、

おのずから質が違うこと。この質について統合後に期待される少人数指導というものがあ
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り得るということでありまして、この１点目の少人数指導のテーマに絡みまして、今後御

議論いただくことになろうかというふうに思います。 

 ２点目は、部活動の問題で指導者の問題というものが出されたわけですけれども、これ

と関連して、学校支援ボランティアのお話が何人かの委員の方から出されております。こ

の学校支援ボランティアの浸透度であるとか、あるいは方策、今後どういうふうにこれを

活用していったらよいのかという議論が今後のテーマとして加わったかというふうに思い

ます。 

 それから、３点目は地域とのかかわりという点で、異なる世代からの目ということが

あって、これについて人間関係等、異なる世代からの目ということをどのように活用して

いったらいいのかという考えになるのでしょうか。ちょっとまとめとしては不十分ですけ

れども、こういったことも考慮に入れていくということになろうかと思います。 

 それから、座長の方からですけれども、中学校の学校規模について今回は中心的にやっ

ていかねばならないと。この理由については、前回の 12 年提言においては今後引き続き

検討するという形になっていたので、中学校の学校規模について固めるということです。 

 それから、幾つかの近々起きている事件も受けて、校区拡大による影響というものにつ

いても触れておかなければならないという御意見が出されました。 

 それから、疑問点といたしましては、平成１２年の提言のダイジェストの２枚で言いま

すと、１枚目の１の（３）指導体制からの視点というところで、教育目標の共通理解とい

うところにおきまして、前回は教員数を一定以下にとどめておくことが望ましいというふ

うに提言されていたのですけれども、ここを、要は教員数は不足している状況があるとい

うことで、見直すべきではないかという御意見が出されておりました。 

 それから、２枚目の２の学校の適正配置の（３）学校適正配置の方法というところで、

特認校のお話がありまして、この特認校制度の適用部分の再検討というものが必要なので

はないかという御意見が出ておりました。 

 議論のまとめとしては、以上であるかというふうに思います。 

○村瀬座長 はい、ありがとうございました。 

 きょうもいろいろたくさんの御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 なお、次回の懇談会も特に委員の皆さんの異論がなければ、公開とさせていただきます

が、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村瀬座長 はい。では、次回も公開とさせていただきます。 

○委員 座長１点よろしいでしょうか。この座席の形なのですけれども、あいうえお順で

もなさそうな感じもしますし、もうちょっと、相手との距離が遠過ぎまして、話がちょっ

と出てこないというのが率直な感じがするので、もうちょっと近い形で、あと、できれば

皆さんが座長、副座長のお顔を拝見できるような形の席の置き方というふうな形はできな

いものかと思いまして、お願いしたいと思うのですが、どうでしょうか。顔が見えないの
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で、多少発言しにくい感があります。 

○村瀬座長 座席の形は事務局の方で検討いただけますか。 

○事務局 はい、委員の皆様が議論、討議しやすいように工夫させていただきます。座席

順は一応、現在も、五十音順にさせていただいておりまして、座長と副座長を除きまして

は、今後も原則的には五十音がよろしいかなと思っております。 

 それから、テーブルの配置につきましては、今おっしゃった趣旨のように、もう少し近

く話ができるようにでございますね。どうしますか、今は横長の配置。座長を中心といた

しますと横長ですが、縦長にするとよろしいのでしょうか。どうなのでしょうか。 

○委員 後ろから見られていることも少し気になります。 

○事務局 いろいろな御希望もございますので、なるべくそれにかなえるように、座長、

副座長ともちょっと相談させていただきまして、皆さんがお話ししやすいようにと工夫さ

せていただきます。 

○村瀬座長 切実な声ですので、ぜひ変えていただければと思います。 

 では、何もなければ、事務局からの方で連絡がありましたらお願いしたいと思います。 

○事務局 先ほどの日程の調整のお話以外には、事務局から特にございません。 

 本日は長時間にわたりまして熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございまし

た。 

○村瀬座長 ほかになければ、これで本日の会は閉じさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 
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